
公 示

平成２１年度食料供給基盤保全管理対策支援事業の公募について

関東農政局では、平成２１年度食料供給基盤保全管理対策支援事業に対する補助を実施します。
当該補助を希望される場合は、下記に従いご応募ください。

記
第１ 事業の目的

農地、農業用水、農業水利施設等の適切な保全管理を通じた安全で信頼性の高い食料の安定供
給の機能等について、民間団体が有する知見と技術を活用し、地域レベルで普及している効果的
な取組等について多様な調査、その機能の分析評価を行い、これらにかかる成果を整備し、関係
機関等に提供し共有するとともに、機能評価結果等について現地適合性の検証を支援することで、
農地・農業用水の保全管理を通じた安全で信頼性の高い食料供給力の確保等に資する。

第２ 事業の内容
農地、農業用水、農業水利施設等の適切な保全管理を通じた安全で信頼性の高い食料の安定供

給の確保等のため、農地等の保全管理に係る多様な主体の参画や既存の情報ツール等の活用
による啓蒙普及を含めた次の内容を実施できるものとする。
１ 調査計画の策定等
２ 農地・農業用水が有する安全で信頼性の高い食料の安定供給の機能等の調査及び評価
３ 農地・農業用水が有する安全で信頼性の高い食料の安定供給の機能等の調査及び評価結果に

係る現地適合性試験

第３ 応募資格及び応募方法
関東農政局のホームページに掲載する平成２１年度食料供給基盤保全管理対策支援事業に係る

公募要領、食料供給基盤保全管理対策支援事業実施要綱、食料供給基盤保全管理対策支援事業実
施要領及び農地等整備・保全推進事業費補助金等交付要綱を参照してください。

第４ 公募の期間
公募の期間は平成２１年９月２４日（木）から平成２１年１０月７日（水）までとします。

第５ 補助金等交付候補者の選定方法
１ 関東農政局整備部関係補助金等交付先選定審査委員会において、審査基準に基づき、提出さ

れた課題提案書等の審査の上、選定します。
２ 課題提案会を開催しないため、提出された課題提案書等のみをもって審査し、選定します。
３ 補助金等交付候補者は、提出された課題提案書等を審査し、補助事業遂行能力が具わってい

ないと判断できる場合は、応募者が１団体であっても補助金等交付候補者として選定しないこ
ととなるので、予めご了承願います。

第６ 課題提案書等の提出方法、提出期限及び提出先
提出方法：持参又は郵送によるものとします。
提出期限：平成２１年１０月７日（水）１７：１５までとします。

（郵送の場合は、平成２１年１０月７日（水）まで提出先必着とします。）
提 出 先：〒３３０－９７２２ 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

さいたま新都心合同庁舎二号館
農林水産省関東農政局整備部地域整備課

第７ 課題提案書等の無効
本公示に示した応募資格を満たさない団体の課題提案書等は、無効とします。

第８ 照会・公募要領等交付窓口
〒３３０－９７２２ 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
さいたま新都心合同庁舎二号館
農林水産省関東農政局整備部地域整備課

ＴＥＬ：０４８－６００－０６００（代表）
ＦＡＸ：０４８－６００－０６２４
担当者：農業土木専門官 小林 覚 （内線３９０１）

調整係長 相馬 淳夫（内線３５４３）

公募要領等の交付は、平成２１年１０月７日（水）１７：１５までとします。

第９ その他
本公示に記載のない事項は、平成２１年度食料供給基盤保全管理対策支援事業に係る公募要領

によるものとします。

以上公示する。
平成２１年９月２４日

支出負担行為担当官
関東農政局長


